
  小規模保育事業の募集概要  

【募集の趣旨】 

・増加する低年齢児の保育需要に対応し、待機児童を解消するため、質の確保された小規模保育施

設を、保育需要の増加が見込まれる地域において設置・運営していただける事業者を募集します。 

【事業の特色】 

・利便性の高い場所等で整備可能であり、将来の変動する保育需要にも機動的に対応可能。 

・ビル等の賃貸借による展開が想定されるため、駅周辺部等の保育所立地が困難な地域においても、

実施可能。 

・多様な主体が、多様なスペースを活用して質の高い保育を提供できる。 

【質の確保に向けて】 

・保育士のみの配置となるタイプ（Ａ型）で実施予定。巡回指導員についても配置予定。 

 

 

募集の概要 

１ 事業内容 小規模保育事業（A 型） 

２ 募集地域 ・草津駅周辺（草津駅を中心に半径 1 ㎞程度） 

・南草津駅周辺（南草津駅を中心に半径１㎞程度の地域） 

※ただし都市計画法および建築基準法に適合する場所 

３ 募集数  ２箇所（各１箇所） 

４ 定員規模 １箇所あたり定員 13 人から１９人まで 

５ 保育対象 ０歳から２歳 

６ 応募資格 社会福祉法人およびその他の法人（設立予定者含む） 

＊その他の法人／学校法人、特定非営利活動法人、日本赤十字社、公益社団（財団）法人、一般社団（財団）法人、 

株式会社、有限会社 

７ 施設   事業者が所有または賃貸する物件 

８ 運営費  児童の年齢区分、保育必要量等に応じた地域型保育給付費を支弁 

９ 施設整備補助 

・改修費等について、国の定める補助基準額(Ａ型)に対し、市が施設整備補助金（補助率 

７/８）を予算の範囲内で交付する（社会福祉法人以外の法人も当該補助金の対象とする）。 

・改修費等補助基準額（上限２，２００万円）の７／８ 

１０ 開所時期 平成３０年４月 

１１ その他   ・ＡＥＤ機器を設置すること。 

              ・連携施設については、事業者が確保し、当該施設と契約するものとする。 

               （ただし、応募時における連携施設の確定までは要しないものとする。） 

 

＜スケジュール＞ 

平成２９年 ６月１日～７月３１日  応募受付期間（土日祝日は除く） 

                 ９月          草津市社会福祉法人等審査会・選定 

                 ９月下旬～１０月上旬  事業者決定 

平成３０年 ４月１日        開所 

 

資料３ 



 

 

  

 

草 津 市 民 設 児 童 育 成 ク ラ ブ の 募 集 概 要 

【募集主旨】 

草津市の放課後児童育成クラブは、現在、市内１４小学校区で公設民営にて開設している他、 

児童数の著しい増加の区域に１０箇所の民設民営の児童育成クラブを開設しています。今後も児 

童数が増加傾向であり、児童育成クラブの利用希望者は年々増加している状況となっていること 

から、利用者の増加や多様なニーズに対応するため、今後定員を超えることが予想される地域を 

対象に、児童育成クラブを開設する意欲のある民間事業者を広く公募します。 

【事業の特色】 

・利便性の高い場所等で早期開設が可能であり、開所時間等の延長などのサービス向上や特色あ 

る運営が可能となり、保護者の多様なニーズにも対応できる。 

・公設児童育成クラブを補完する役割が担える。 

【質の確保に向けて】 

・質の高い保育を確保するため、公設と同じ施設、運営基準を義務付け、質の確保を担保する。 

・保育料は、公設と同額にするため、保護者の負担増にはならない。 

 

 

 

募集の概要 
 

1. 業務の内容  放課後児童健全育成事業 

2. 定員規模   概ね４０人程度 

3. 対象  小学校１年生～６年生 

4. 応募学区および条件 

応募学区 

① 志津南小学校区・・・・・・１箇所 

② 老上小学校区・・・・・・・１箇所 

③ 笠縫東小学校区・・・・・・１箇所 

開設条件 

・開設場所については、応募学区の各小学校から概ね半径５００ｍ以内に開設をすること。 

・都市計画法、建築基準法に適合する場所 

5. 応募資格 社会福祉法人およびその他の法人（設立予定者を含む） 
   ＊その他の法人／公益社団（財団）法人、学校法人、ＮＰＯ法人、非営利を目的とする団体、株式会社、有限

会社、一般社団（財団）法人 

6. 施設 事業者が所有または賃貸する物件 

7. 運営費・賃借料等の補助（社会福祉法人およびその他の法人 全てを対象） 

  （運営補助金） 入所児童数に応じた運営費から保育料を差引いた額を交付（１０人以上のみ） 

  （賃借料補助金） ２，９９６千円／年（予定）を限度に交付 

  （送迎費補助金）   ４６６千円／年（予定）を限度に交付 

 8. 施設改修・備品購入の補助 

改修費等について、市が定めた施設・設備基準等に対して補助金（補助率 1/2）を交付する。 

・施設改修の補助基準額（上限 ４，０00 千円）のうち 1／2 

・備品購入の補助基準額（上限 １，００0 千円）のうち 1／2 

9. 開所時期 平成 30 年４月 

 

＜スケジュール＞ 

  平成２９年６月１日～７月３１日 募集受付期間 

  ９月         草津市社会福祉法人等審査会・選考 

９月         事業者決定 

  平成 30 年 ４月１日       開所 

 

 


